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平成２ ２ 年１ 月 ２ ０ 日

２ １ （ 達） 第３ ８ 号

平成２ ８ 年３ 月 ２ ８ 日

２ ７ （ 達） 第９ ２ 号

役職員の再就職あっ せん等の禁止について

（ 目 的）

第１ 条 こ の達は 、 日 本原子力研究開発機構（ 以下「 機構」 と いう 。 ） の役員又


は職員（ 以下「 役職員」 と いう 。 ） の離職後の就職の規制に関し て必要な事項


を定め 、 も っ て 、 機構の業務の運営が適正かつ効率的に行われる こ と を確保


する こ と を 目 的と する 。

（ 定義）

第２ 条 こ の達において 、 「 営利企業等」 と は 、 営利企業及び営利企業以外の法


人（ 国 、 国際機関 、 地方公共団体、 特定独立行政法人及び地方独立行政法人


法（ 平成１ ５ 年法律第１ １ ８ 号） に規定する 特定地方独立行政法人を除く 。 ） 


を いう 。

２  こ の達において 、 「 子法人」 と は 、 一つの営利企業等に財務及び営業又は事


業の方針を決定する 機関（ 株主総会その他こ れに準ずる 機関をいう 。 ） を 支配


さ れている 法人であっ て 、 その営利企業等が株主等（ 株主若し く は社員又は


発起人その他の法人の設立者をいう 。 ） の議決権（ 株主総会において決議をす


る こ と ができ る 事項の全部につき 議決権を行使する こ と ができ ない株式につ


いての議決権を除き 、 会社法（ 平成１ ７ 年法律第８ ６ 号） 第８ ７ ９ 条第３ 項


の規定によ り 議決権を有する も の と みな さ れる 株式についての議決権を含む。 


以下同じ 。 ） の総数の １ ０ ０ 分の ５ ０ を超える 数を保有する 法人をいう 。 一つ


の営利企業等と その子法人又は一つの営利企業等の子法人が株主等の議決権


の総数の １ ０ ０ 分の ５ ０ を超える 数の議決権を保有する 法人は 、 その営利企


業等の子法人と みなす。

３  こ の達において 、 「 準関係法人」 と は 、 営利企業等の う ち機構と の間の取引 


高が総売上高又は事業収入の ３ 分の １ 以上を 占 めている 法人と いう 。
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（ 他の役職員についての再就職のあっ せんの禁止）

第３ 条 人事に関する 業務を行う 役職員その他の役職員は 、 営利企業等に対し 、 


その職務上の地位を濫用し 、 又はその職権を濫用し て 、 他の役職員をその離


職後に 、 又は役職員であっ た者を 、 当 該営利企業等又はその子法人の地位に 


就かせる こ と を 目 的と し て 、 その職務の公正性の確保に支障が生じ る おそれ


がある 次の各号に掲げる 行為を し てはなら ない。

( 1 )  役職員又は役職員であっ た者に関し 、 人事に関する 情報（ 以下「 人事情


報」 と いう 。 ） を 提供する こ と 。

( 2 )  当 該地位に関する 情報の提供を依頼する こ と 。

( 3 )  役職員をその離職後に 、 又は役職員であっ た者を 、 営利企業等又はその 


子法人の地位に就かせる こ と を要求又は依頼する こ と 。

２  前項の規定は 、 次の各号に該当 する 場合に 、 機構が人事情報の提供を行う 


こ と を 妨げる も のではない。

( 1 )  機構が 、 中 長期目 標、 中 長期計画等に基づき 、 技術移転等を行う ために 


営利企業等と 技術協力協定等を締結し た場合であっ て 、 当 該技術協力協定


等にのっ と り 当 該営利企業等に人事情報を提供する 場合。 ただし 、 こ の場


合においては 、 当 該営利企業等ごと に別に定め る 承認基準に基づき 、 理事


長が承認する こ と を要する も の と する 。

( 2 )  営利企業等から 、 機構に対し 、 原子力人材育成に資する 高度な知識経験


等を有する 役職員に関する 人事情報の提供の依頼があり 、 こ の依頼に対し 


て人事情報を提供する こ と が役職員の職務の公正性の確保に支障が生じ な 


い場合に 、 当 該人事情報を提供する 場合。 ただし 、 こ の場合においては 、 


別に定め る 判断基準に基づき 、 理事長が承認する こ と を要する も の と する 。

（ 在職中 の就職活動の禁止）

第４ 条 役職員は 、 その在職中に 、 その職務上の地位を濫用し 、 又はその職権


を濫用し て 、 自 己が離職し た後に当 該営利企業等又はその子法人の地位に就


く ため に 、 前条第１ 項各号に掲げる 行為を し てはなら ない。

２  前項の規定によ る も ののほか、 役職員は 、 準関係法人に対し 、 離職後に当 


該準関係法人の役員等の地位に就く こ と を 目 的と し て 、 前条第１ 項各号に掲


げる 行為を し てはなら ない。

３  前項の規定は 、 役職員が準関係法人に対し 、 当 該準関係法人の役員等の地




-  3 -

位に就く こ と を 目 的と し て 、 前条第１ 項各号に掲げる 行為をする こ と によ り 


機構の業務の公正性の確保に支障が生じ ないと 判断し 、 理事長の承認を得た


場合には適用し ない。

（ 理事長への届出 ）

第５ 条 役職員は 、 独立行政法人通則法（ 平成１ １ 年法律第１ ０ ３ 号） 第５ ０ 


条の １ １ において準用する 同法第５ ０ 条の ７ 第１ 項の規定に基づき 、 離職後


に営利企業等の地位に就く こ と を約束し た場合には 、 速やかに 、 理事長に届


け出なければなら ない

２  理事長は 、 前項の規定によ る 届出を受けた場合、 機構の業務の公正性を確


保する 観点から 、 当 該届出を行っ た役職員の職務が適正に行われる よ う 、 人


事管理上の措置を講ずる も の と する 。

附 則

こ の達は 、 平成２ ２ 年１ 月 ２ ０ 日 から 施行する 。

附 則（ 平成２ ８ 年３ 月 ２ ８ 日  ２ ７ （ 達） 第９ ２ 号）

こ の達は 、 平成２ ８ 年４ 月 １ 日 から 施行する 。


